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　市民の皆さんがお困りにな

っていることや意見・要望を

市政に反映させる方法として、

市議会へ請願書及び陳情書を

提出する制度があります。

　請願書及び陳情書はいつで

も提出することができますが、

受付日によって審査が次の定

例会になることがあります。

提出の際はあらかじめ市議会

事務局までお問い合わせくだ

さい。
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　この度市議会では、より開かれた議会

願・陳情の取り扱い方について大きく変

　変更した内容は、次のとおりです。詳

務局までお問い合わせください。

◎　請願の取り扱い

　�　委員会で審査する際、請願者が直

明することができるようになりま

　これまで、委員会での請願の審査

員が請願者に代わって請願の趣旨説

したが、それに加えて、請願者本人

含めて２人まで）が審査の冒頭５分

趣旨を口頭陳述（説明）できること

者
の
声
を
聞
く
べ
き
。
芦
屋
の
生

徒
の
開
門
率
を
保
障
せ
よ
。

　

県
立
芦
屋
高
等
学
校

の
単
位
制
移
行
に
つ
い

て
は
、
県
立
高
校
の
運
営
は
県
教

育
委
員
会
の
権
限
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
市
教
育
委
員
会
は
学
区
が

統
合
す
る
平
成
十
七
年
度
か
ら
の

導
入
に
反
対
し
て
い
る
。
意
見
聴

取
は
、
こ
れ
ま
で
学
校
関
係
者
が

中
心
で
、
生
徒
や
保
護
者
か
ら
は

直
接
聞
い
て
い
な
い
。
県
教
育
委

員
会
と
の
学
区
統
合
の
話
合
い
で

は
、
芦
屋
市
、
神
戸
市
の
進
学
率

に
大
き
な
影
響
が
出
な
い
よ
う
配

慮
を
要
請
し
、
県
教
委
も
配
慮
す

る
と
約
束
し
て
い
る
。

な
環
境
教
育
、
環
境
学
習
の
具
体

的
な
施
策
を
盛
り
込
む
と
と
も
に
、

経
済
情
勢
と
長
引
く
不
況
の
た
め

地
価
の
大
幅
下
落
な
ど
、
こ
れ
ほ

情
報
の
取
り
扱
い
が
明
確
化
す
る

の
で
、
協
定
締
結
を
し
た
い
。

出
産
育
児
一
時
金
支
給
方 

法
と
耳
マ
ー
ク
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　

公
明
党

　
　
　
　
　
　
　
　

田
原　

俊
彦

　

出
産
時
に
国
民
健
康

保
険
か
ら
支
給
さ
れ
る

一
時
金
三
十
万
円
は
、
出
産
後
、

申
請
し
て
か
ら
約
一
カ
月
後
に
受

け
取
れ
る
が
、
病
院
で
の
分
娩
費

の
支
払
い
時
に
間
に
合
わ
な
い
。

市
の
国
民
健
康
保
険
か
ら
医
療
機

関
に
直
接
支
払
う
「
出
産
育
児
一

時
金
受
領
委
任
払
制
度
」
な
ら
分

娩
費
に
充
当
で
き
る
。
こ
の
制
度

を
本
市
で
導
入
す
べ
き
で
は
。

　

聴
覚
障
害
者
に
配
慮
し
た
「
耳

マ
ー
ク
」
の
市
公
共
施
設
へ
の
表

示
を
推
進
す
べ
き
で
な
い
か
。

　

出
産
育
児
一
時
金
の

受
領
委
任
払
い
制
度
の

導
入
は
、
病
院
、
医
師
会
等
と
の

協
議
が
必
要
だ
が
、
実
施
す
る
方

向
で
検
討
す
る
。

　

聴
覚
障
害
者
へ
の
窓
口
対
応
は
、

障
害
福
祉
課
窓
口
に
手
話
通
訳
者

を
配
置
し
、
相
談
や
各
種
申
請
手

続
き
な
ど
関
係
各
課
に
同
伴
し
て

手
話
通
訳
に
努
め
て
い
る
。
耳
マ

ー
ク
の
設
置
も
検
討
す
る
。

保
健
福
祉
会
館
建
設
と
旧 

ユ
ネ
ス
コ
跡
地
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　

英
明
ク
ラ
ブ　

　
　
　
　
　
　
　
　

小
川　

芳
一

　

福
祉
施
策
の
向
上
を

図
る
保
健
福
祉
会
館
の

建
設
は
市
民
の
要
望
も
強
い
。
そ

れ
に
応
え
る
た
め
に
Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式

を
活
用
し
、
民
間
資
本
導
入
で
建

設
・
運
営
を
行
い
、
市
の
財
政
に

ゆ
と
り
の
で
き
た
時
点
で
民
間
か

ら
譲
渡
を
受
け
る
方
式
で
建
設
で

き
な
い
か
。

　

旧
ユ
ネ
ス
コ
跡
地
の
問
題
は
、

い
ま
だ
に
基
本
的
な
解
決
策
が
な

く
周
辺
住
民
の
被
害
は
大
き
い
。

そ
の
後
の
市
の
対
策
及
び
県
の
里

山
林
整
備
事
業
の
中
で
解
決
策
を

模
索
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
。

　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

の
建
設
は
、
将
来
、
財

政
が
好
転
し
具
体
的
な
取
り
組
み

が
で
き
る
段
階
に
な
れ
ば
検
討
し

保
育
所
な
ど
子
育
て
支
援 

市
立
芦
屋
病
院
の
充
実
を

　
　
　
　
　
　
　

日
本
共
産
党　

　
　
　
　
　
　
　
　

田
中
え
み
こ

　

保
育
所
入
所
待
ち
の

状
況
と
解
決
の
め
ど
。

子
供
の
病
気（
風
疹
や
は
し
か
等
）

の
回
復
期
に
預
け
ら
れ
る
病
児
保

育
の
実
施
を
求
め
る
。

　

学
童
保
育
の
開
設
時
間
を
午
後

六
時
ま
で
に
、
夏
休
み
等
は
朝
八

時
半
か
ら
に
拡
充
で
き
な
い
か
。

　

芦
屋
病
院
は
効
率
と
採
算
の
み

で
判
断
し
診
療
科
を
廃
止
・
縮
小

し
て
よ
い
の
か
。
地
域
医
療
を
守

る
立
場
で
保
健
、
福
祉
と
連
携
を

強
め
、
市
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
、

い
ざ
と
い
う
と
き
頼
れ
る
市
民
の

病
院
と
し
て
充
実
を
は
か
る
べ
き
。

　

待
機
児
童
は
年
度
末

に
は
百
名
程
度
に
な
る

と
予
想
。
病
児
保
育
は
「
次
世
代

育
成
支
援
対
策
行
動
計
画
」
策
定

の
中
で
検
討
す
る
。
学
童
保
育
の

開
級
時
間
変
更
は
、
指
導
員
の
勤

務
条
件
や
財
政
的
な
問
題
が
あ
り
、

現
時
点
で
は
考
え
て
い
な
い
。

　

公
立
病
院
と
し
て
市
民
に
信
頼

さ
れ
、
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を

効
率
的
に
提
供
す
る
に
は
、
医
療

収
入
増
加
や
費
用
抑
制
を
し
て
い

か
な
く
て
は
経
営
が
成
り
立
た
ず
、

市
立
芦
屋
病
院
の
抜
本
的
な
改
革

は
必
要
で
あ
る
。

美
術
博
物
館
の
運
営
と 

児
童
虐
待
防
止
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　

創
政
ク
ラ
ブ　

　
　
　
　
　
　
　
　

幣
原　

み
や

　

現
在
ま
で
の
美
博
民

営
化
に
向
け
た
具
体
的

進
展
は
。
市
民
参
画
の
模
索
や
館

の
機
能
拡
大
な
ど
柔
軟
な
改
革
、

事
業
形
態
の
多
様
化
を
検
討
す
る

こ
と
は
可
能
か
。
ま
た
、
文
化
庁

の
登
録
美
術
品
制
度
の
広
報
を
試

み
て
ほ
し
い
が
ど
う
か
。

　

国
で
児
童
虐
待
防
止
法
が
改
正

さ
れ
、
自
治
体
の
役
割
が
強
化
さ

れ
た
。
当
市
の
対
応
は
。「
通
告
義

務
の
範
囲
」
も
拡
大
さ
れ
た
。
市

民
に
も
趣
旨
を
理
解
し
協
力
し
て

も
ら
う
た
め
、
市
と
し
て
ど
の
よ

う
に
す
る
の
か
。

　

美
術
博
物
館
の
民
営

化
で
は
、
い
く
つ
か
の

団
体
に
折
衝
し
て
き
た
が
、
引
き

受
け
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
現
在

は
、
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
を

基
本
に
検
討
し
て
い
る
。
登
録
美

術
品
制
度
に
つ
い
て
は
市
民
に
紹

介
し
て
い
く
。

　

児
童
虐
待
防
止
へ
の
取
り
組
み

は
、
児
童
虐
待
の
早
期
発
見
と
発

生
予
防
の
た
め
、
啓
発
と
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
拡
大
が
必
要
と
考
え
る
。

国
委
嘱
の
民
生
委
員
児
童
委
員
と

も
連
携
を
深
め
、
法
改
正
を
受
け
、

き
め
細
か
な
対
応
に
努
め
る
。　

財
団
解
散
に
伴
う
従
業
員 

の
雇
用
問
題
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ　

　
　
　
　
　
　
　
　

重
村
啓
二
郎

　

美
術
博
物
館
、
体
育

館
、
市
民
プ
ー
ル
な
ど

市
の
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
を

し
て
き
た
文
化
振
興
財
団
が
解
散

と
な
る
と
、
一
番
影
響
を
被
る
の

は
上
司
の
指
示
ど
お
り
真
面
目
に

働
い
て
き
た
、
設
置
目
的
と
責
務

を
一
番
認
識
し
て
い
る
従
業
員
で

あ
る
。
非
効
率
の
た
め
解
散
と
い

う
が
、
従
業
員
に
責
任
が
あ
る
の

か
。
責
任
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

解
散
に
よ
る
解
雇
で
は
な
く
、
能

力
と
や
る
気
の
あ
る
従
業
員
が
、

自
由
な
発
想
で
運
営
す
る
会
社
の

設
立
を
検
討
で
き
な
い
か
。

　

社
会
教
育
施
設
へ
の

民
間
活
力
導
入
は
、
地

方
自
治
法
の
改
正
で
民
間
の
事
業

者
を
指
定
管
理
者
に
す
る
こ
と
が

可
能
に
な
っ
た
こ
と
に
伴
う
も
の

で
、
財
団
職
員
に
責
任
は
な
い
。

市
や
教
育
委
員
会
は
直
接
関
与
で

き
な
い
が
、
財
団
職
員
が
会
社
を

設
立
し
、
市
が
指
定
管
理
者
を
公

募
す
る
と
き
に
、
応
募
す
る
こ
と

は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
指
定

管
理
者
制
度
の
導
入
は
民
間
の
経

営
手
法
を
取
り
入
れ
、
コ
ス
ト
の

削
減
が
目
的
で
、
市
が
会
社
を
設

立
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

美
術
博
物
館
活
動
の
継
続 

へ
話
し
合
い
を
求
め
る

　
　
　
　
　
　
　

日
本
共
産
党　

　
　
　
　
　
　
　
　

平
野　

貞
雄

　

昨
年
の
十
二
月
議
会

で
美
術
博
物
館
の
あ
り

方
に
つ
い
て
、
市
民
、
行
政
、
関

係
者
が
十
分
議
論
す
る
場
を
設
け

る
こ
と
を
求
め
る
請
願
が
採
択
さ

れ
た
が
、
行
政
と
し
て
そ
の
た
め

の
努
力
を
し
て
き
た
か
。
そ
の
後
、

請
願
提
出
者
を
代
表
と
す
る
ワ
ー

キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
か
ら
、
市
に
よ

る
運
営
を
前
提
に
会
費
制
友
の
会

や
市
民
参
加
の
企
画
委
員
会
設
立

等
が
提
言
さ
れ
て
い
る
が
ど
う
対

応
す
る
の
か
。
館
活
動
の
継
続
へ

関
係
者
・
市
民
と
の
話
し
合
い
を

求
め
る
が
ど
う
か
。

　

現
在
の
市
の
財
政
状

況
が
続
く
中
、
今
後
も

美
術
博
物
館
で
年
間
一
億
五
千
万

円
の
経
費
を
負
担
す
る
こ
と
は
非

常
に
困
難
で
、
民
間
活
力
の
導
入

を
検
討
す
る
。
こ
れ
が
困
難
な
場

合
、
休
館
も
や
む
を
得
な
い
。
ワ

ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
は
会
場
提

供
と
と
も
に
、
美
術
博
物
館
が
事

務
局
と
し
て
会
議
の
サ
ポ
ー
ト
を

し
て
き
た
。
提
言
は
民
間
活
力
の

導
入
を
検
討
す
る
中
で
参
考
に
な

る
と
こ
ろ
は
参
考
に
し
て
い
く
。

関
係
者
、
市
民
に
は
、
機
会
を
と

ら
え
て
意
見
要
望
を
聞
き
た
い
。 岩園保育所で岩園保育所で

岩園保育所で岩園保育所で

た
い
。
Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式
の
検
討
は
し

た
が
、
土
地
を
一
般
会
計
で
買
い

戻
す
必
要
が
あ
り
、
市
債
の
償
還

に
伴
う
経
費
、
維
持
管
理
費
が
必

要
で
あ
り
見
送
っ
て
い
る
。

　

旧
ユ
ネ
ス
コ
会
館
跡
地
問
題
で

は
、
四
月
末
、
関
係
者
以
外
は
立

入
禁
止
と
し
た
。
里
山
林
整
備
事

業
は
下
草
の
伐
採
な
ど
森
林
を
整

備
す
る
事
業
で
、
こ
れ
に
よ
る
問

題
の
解
決
は
困
難
で
あ
る
。

●請願書（陳情書）の記載事項　

　①　件名、趣旨（理由及び項目）及び

提出年月日

　②　請願者（陳情者）の住所、氏名、

押印。請願者が２人以上の場合は

代表者を決めてください。

　③　請願紹介議員の署名、又は記名押

印（陳情書の場合は不要）

　日本語で簡明にお書きの上、芦屋市議

会議長宛に提出してください。

　※Ａ４サイズの用紙に横書きで記入し

てください。

（耳マーク）
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一
　
般
　
質
　
問�

　
六
月
定
例
会
で
は
、
六
月
二
十
八
日

（
月
）、二
十
九
日（
火
）の
二
日
間
、十
三

人
の
議
員
が
市
政
に
関
す
る
三
十
三
項

目
の
内
容
に
つ
い
て
、
通
告
順
に
質
問

を
行
い
ま
し
た
。�

　
そ
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。�

…質問� …答弁�

会になるよう、請

変更しました。

詳しくは市議会事

直接請願趣旨を説

ました。

査は、請願紹介議

説明を行っていま

人（請願代表者を

分間程度で請願の

とになりました。

　口頭陳述（説明）を希望するときは、請願を提出

する際に、請願人本人が市議会事務局へ申し出る必

要があります。

　�　請願の一部採択を行うことができるようになりま

した。

　請願人の声を最大限市政に反映させるため、一つ

の請願で明白な複数の請願事項がある場合で、全体

として採択をしがたい場合に、委員全員が一致した

場合は、その一部分のみを採択することができるこ

とになりました。

◎　陳情の取り扱い

　�　陳情を委員会で審査します。

　これまで、陳情（嘆願書、要望書、声明書、決議

の類で議長が必要と認めるものを含む）は原則とし

て審査の形態はとらずに、市の事務に関する内容の

陳情については、議会運営委員会を通じ各議員に写

しを配布し議員活動の参考にしていましたが、これ

からは、所管の常任委員会等で審査を行うことにな

りました。

　ただし、次のような陳情は審査を行いません。

①陳情者の住所、氏名、押印の各要件が整っていな

いもの

②明らかに市の事務に属さないもの

③すでに願意が達成されているもの、もしくは実現

の見通しが明らかなもの

④明らかに実現性がないもの

⑤その他議会が関与することが適当でないと認めら

れるもの

　

�
�
�
�
環
境
・
高
浜
用
地
・
防
災 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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芦
屋
の
生
徒
・
児
童
を 

喫
煙
習
慣
か
ら
遠
ざ
け
よ

　
　
　
　
　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

　
　
　
　
　
　
　
　

寺
前　

尊
文

　

学
校
で
は
喫
煙
防
止

教
育
が
行
わ
れ
て
い
る

が
、
教
職
員
が
喫
煙
を
す
れ
ば
効

果
が
上
が
ら
な
い
。
学
校
を
煙
草

の
な
い
場
所
と
し
て
、
教
職
員
が

良
い
模
範
を
示
す
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
県
も
来
年
度
ま
で
に
、
す

べ
て
の
学
校
を
禁
煙
化
し
た
い
旨

の
指
針
を
ま
と
め
た
。
本
市
の
学

校
園
で
は
ど
の
よ
う
な
対
策
を
検

討
し
て
い
る
の
か
。
芦
屋
の
若
者

が
喫
煙
習
慣
に
よ
っ
て
、
周
り
に

迷
惑
を
か
け
る
大
人
に
育
っ
て
ほ

し
く
な
い
。
学
校
園
を
全
面
禁
煙

と
す
べ
き
で
な
い
か
。

　

児
童
・
生
徒
の
健
康

被
害
の
防
止
、
喫
煙
防

止
教
育
や
喫
煙
者
本
人
の
健
康
増

進
等
の
観
点
か
ら
、
兵
庫
県
の
定

め
た
「
受
動
喫
煙
防
止
指
針
」
が

目
標
と
し
て
い
る
平
成
十
七
年
度

中
の
敷
地
内
禁
煙
へ
の
取
り
組
み

を
進
め
て
い
く
。
今
後
は
学
校
長

や
本
年
度
に
設
置
を
予
定
し
て
い

る
学
校
労
働
安
全
衛
生
委
員
会
な

ど
で
協
議
を
行
い
、
検
討
し
て
い

く
。
中
で
も
学
校
職
員
の
禁
煙
を

ど
の
よ
う
に
徹
底
す
る
の
か
、
訪

問
者
に
も
ど
う
協
力
を
求
め
る
の

か
が
課
題
で
あ
る
。

教
育
改
革
に
つ
い
て

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ　

　
　
　
　
　
　
　
　

畑
中　

俊
彦

　

子
供
た
ち
の
歯
の
健

康
管
理
に
フ
ッ
素
に
よ

る
洗
口
を
取
り
入
れ
る
考
え
は
な

い
か
。

　

小
学
校
の
現
場
を
預
か
る
教
師

の
意
識
の
低
さ
に
驚
か
さ
れ
る
。

教
師
・
教
頭
・
校
長
の
意
識
改
革

が
必
要
と
考
え
る
が
見
解
を
問
う
。

　

現
在
、
小
学
校
校
区
に
つ
い
て

臨
機
応
変
な
対
応
を
取
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
敬
意
を
表
す
が
、
こ
の

際
、
各
小
学
校
に
お
い
て
臨
機
応

変
に
対
応
で
き
る
地
域
を
確
定
さ

れ
保
護
者
に
広
報
す
べ
き
で
は
な

い
か
。
　

フ
ッ
化
物
洗
口
は
歯

科
医
師
会
な
ど
の
協
力

を
得
な
が
ら
研
究
す
る
。

　

意
識
改
革
で
は
、
児
童
・
生
徒

の
多
様
な
状
況
等
に
対
応
で
き
る

教
師
の
育
成
を
目
指
し
、
指
導
力

の
向
上
の
た
め
、
様
々
な
研
修
を

実
施
し
て
い
る
。

　

小
学
校
通
学
区
域
は
、
将
来
、

見
直
し
の
必
要
性
が
出
て
く
る
と

考
え
て
お
り
、
そ
の
時
点
で
判
断

す
る
。
校
区
外
就
学
希
望
は
許
可

基
準
を
設
け
て
い
る
の
で
、
個
別

に
相
談
を
受
け
、
学
校
と
調
整
し

判
断
す
る
。

芦
屋
の
高
校
教
育
に
つ
い
て

日
本
共
産
党　

　
　
　
　
　
　
　
　

木
野
下　

章

　

県
立
芦
屋
南
高
校
の

募
集
停
止
、
神
戸
第
一

学
区
と
の
統
合
、
市
立
芦
屋
高
校

の
廃
校
、
そ
の
上
県
立
芦
屋
高
校

を
単
位
制
に
す
る
と
県
教
委
が
発

表
す
る
な
ど
、
わ
ず
か
数
年
間
で

芦
屋
の
高
校
教
育
は
激
変
し
た
。

「
芦
屋
の
高
校
に
行
き
た
い
、行
か

せ
た
い
」
と
思
う
多
く
の
生
徒
や

保
護
者
に
市
教
育
委
員
会
は
ど
う

応
え
る
の
か
。
性
急
な
単
位
制
移

行
を
し
な
い
よ
う
県
教
育
委
員
会

に
求
め
よ
。
も
っ
と
生
徒
や
保
護

ご
み
収
集
方
法
の
変
更
は 

手
続
き
に
問
題
が
あ
る

　
　
　
　
　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ　

　
　
　
　
　
　
　
　

中
島　

健
一

　

ご
み
収
集
方
法
が
本

年
四
月
に
変
更
さ
れ
た
。

し
か
し
、
平
成
二
十
一
年
度
ま
で

の
ご
み
収
集
基
本
計
画
に
は
「
現

在
の
収
集
体
制
を
維
持
す
る
」
と

明
記
さ
れ
て
い
る
。
変
更
す
る
の

な
ら
、
こ
の
基
本
計
画
を
先
に
見

直
し
す
る
こ
と
が
筋
だ
。
本
来
、

平
成
十
二
年
度
に
見
直
し
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
基
本
計
画
を
放

置
し
、
計
画
に
反
す
る
こ
と
を
行

う
こ
と
は
、
行
政
の
あ
り
方
と
し

て
、
ま
た
手
続
き
的
に
も
大
き
な

瑕
疵
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

の
当
局
の
見
解
は
ど
う
か
。

　

平
成
七
年
に
「
一
般

廃
棄
物
処
理
基
本
計

画
」
を
策
定
し
た
。
ま
た
、
毎
年

四
月
に
そ
の
年
度
の
「
一
般
廃
棄

物
処
理
実
施
計
画
」
を
策
定
し
、

告
示
も
し
て
い
る
。「
燃
や
す
ご

み
」
の
収
集
回
数
の
変
更
は
、
平

成
十
四
年
八
月
、
行
政
改
革
の
一

環
と
し
て
実
施
を
決
定
し
、
市
議

会
の
全
体
協
議
会
で
説
明
し
た
。

そ
の
後
、
環
境
衛
生
協
会
、
自
治

会
等
で
十
分
説
明
を
し
て
き
た
。

今
回
の
ご
み
収
集
の
変
更
を
含
め

行
政
運
営
に
あ
た
っ
て
は
法
令
、

計
画
等
を
遵
守
し
て
い
る
。

環
境
保
全
の
推
進
で
住
み 

よ
い
芦
屋
の
街
づ
く
り
を

　
　
　
　
　
　
　

公
明
党

　
　
　
　
　
　
　
　

帰
山　

和
也

　

二
〇
〇
五
年
か
ら
始

ま
る
十
年
間
を
「
持
続

可
能
な
開
発
の
た
め
の
教
育
の
十

年
」
と
す
る
こ
と
が
国
連
で
採
択

さ
れ
た
。
こ
れ
に
向
け
、
本
市
の

環
境
保
全
の
新
た
な
指
針
と
な
る

仮
称
・
新
環
境
計
画
に
、
西
宮
市

の
エ
コ
カ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
の
よ
う

現
在
の
芦
屋
市
環
境
計
画
の
達
成

状
況
と
課
題
な
ど
を
よ
く
検
証
し
、

環
境
改
善
の
指
標
と
な
る
具
体
的

な
目
標
数
値
を
で
き
得
る
限
り
示

し
て
ほ
し
い
が
ど
う
か
。

　

環
境
学
習
で
は
、
夏

休
み
子
供
体
験
教
室
や

親
子
自
然
教
室
の
開
催
、
川
の
水

質
を
調
査
す
る
た
め
の
水
生
生
物

調
査
、
大
気
の
状
況
を
調
査
す
る

た
め
の
親
子
星
空
観
測
会
、
ビ
オ

ト
ー
プ
に
よ
る
自
然
観
察
な
ど
を

実
施
し
て
い
る
。
今
後
も
教
育
委

員
会
や
関
係
団
体
と
連
携
を
図
り
、

環
境
学
習
の
充
実
に
取
り
組
む
。

エ
コ
カ
ー
ド
導
入
は
難
し
い
。
目

標
数
値
は
現
環
境
計
画
で
の
達
成

状
況
を
精
査
し
て
い
る
。
新
計
画

に
は
、
具
体
的
な
数
値
目
標
を
で

き
る
だ
け
入
れ
て
い
き
た
い
。

夢
の
ま
た
夢
で
許
さ
れ
る 

か
。
高
浜
用
地
六
十
億
円

　
　
　
　
　
　
　

新
社
会
党　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

前
田　

辰
一

　

総
合
公
園
建
設
の
財

源
に
充
当
す
る
と
し
て
、

旧
高
浜
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
用
地

を
六
十
億
円
で
売
却
す
る
と
、
市

は
市
民
や
議
会
に
説
明
を
続
け
て

き
た
。
し
か
し
、
市
は
今
ま
で
売

却
に
向
け
た
具
体
案
を
提
示
で
き

ず
、
検
討
中
を
繰
り
返
し
て
き
た
。

次
年
度
か
ら
は
、
市
負
担
が
実
質

的
に
生
じ
る
待
っ
た
な
し
の
状
況

に
あ
る
。
土
地
利
用
計
画
な
ど
県

と
の
協
議
は
。
ま
た
、
六
十
億
円

で
の
売
却
が
前
市
長
の
あ
る
意
味

公
約
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
実
現

不
能
の
責
任
は
だ
れ
が
取
る
の
か
。

　

高
浜
用
地
は
一
区
画

二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
の
戸
建
住
宅
用
地
と
し
て
県
企

業
庁
か
ら
土
地
利
用
計
画
変
更
の

承
認
を
受
け
、
現
在
、
本
年
度
中

の
売
却
に
向
け
、
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル

方
式
を
含
め
、
諸
問
題
を
検
討
し

て
い
る
。
売
却
価
格
は
、
厳
し
い

ど
売
却
環
境
が
厳
し
く
な
る
こ
と

は
予
想
で
き
な
か
っ
た
。
総
合
公

園
の
土
地
取
得
価
格
も
下
落
し
て

い
る
状
況
で
、
行
政
責
任
の
追
及

は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

災
害
時
に
お
け
る
「
相
互 

協
力
協
定
」
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　

英
明
ク
ラ
ブ　

　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
み
ち
子

　

こ
の
相
互
協
力
協
定

は
平
成
十
二
年
十
月
に

公
光
特
定
郵
便
局
長
が
提
案
し
た
。

十
五
年
十
月
に
は
芦
屋
郵
便
局
長

が
、
市
の
経
費
負
担
条
項
を
削
り
、

事
故
時
の
補
償
も
、
郵
便
局
員
本

来
の
業
務
上
の
公
務
災
害
で
処
理

で
き
る
こ
と
を
市
に
伝
え
、
締
結

に
向
け
た
準
備
を
し
て
い
た
。
し

か
し
、
市
は
い
ま
だ
に
回
答
し
て

い
な
い
。
阪
神
間
各
市
で
は
締
結

済
み
で
あ
る
。
芦
屋
市
は
必
要
で

は
な
い
の
か
。
あ
る
い
は
災
害
時

協
力
協
定
を
結
べ
な
い
理
由
が
あ

れ
ば
、
示
し
て
ほ
し
い
。

　

災
害
時
に
お
け
る
相

互
協
力
で
災
害
対
策
活

動
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
郵
便
局

と
の
相
互
協
力
に
関
す
る
協
定
は

必
要
で
あ
る
。
平
成
十
五
年
十
月
、

郵
便
局
か
ら
経
費
負
担
条
項
を
削

除
し
た
協
定
書
案
が
提
示
さ
れ
た

が
、
本
市
職
員
以
外
の
者
が
被
災

し
た
市
民
の
避
難
先
等
の
個
人
情

報
等
を
取
り
扱
う
な
ど
の
問
題
が

あ
り
、
協
定
の
締
結
は
留
保
し
た
。

本
年
十
月
か
ら
「
芦
屋
市
個
人
情

報
保
護
条
例
」
が
施
行
さ
れ
個
人

請願及び陳情の取り扱いを改善しました
 請願者の口頭説明や請願の一部採択、陳情の審査など

岩園保育所で岩園保育所で

岩園保育所で岩園保育所で

岩園保育所で岩園保育所で


